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一
十
六
日
鹿
野
川
湖
に
お
い

9

高
校
漕
艇
選
手
権
愛
媛
県

ニ
並
び
に
夏
季
大
会
が
開
催

せ
ら
れ
ま
す
C

地
元
か
ら
は
大
洲
高

川
分
校
、
野
村
高
校
予
子
林
分

川
ク
ラ
ブ
が
参
加
し
ま
す

ク
ル
ー

f

二

十

の

外
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こ

の

ほ

ど

教

会

で

は

、

久

し

く

空

白

状

態

に

あ

た

公

民

館

の

組

織

を

整

え

喰

公

民

活

動

を

中

心

に
し
て
社
会
教
育
の
振
展
を
図
る
こ
．

と
に
な
り
次
の
通
り
約
し
く
役
職
員

を
選
任
し
た
。

公

民

館

長

公
民
館
主
事

公
民
館
連
宮

水

の

か

ら

子
供
を
ま
も
っ

て
下
さ
い
。

子
供
が
川
や
池

で
水
遊
ぴ
を
す

る
李
節
に
な
り

ま
し
た
毎
年
こ

の
季
節
に
は
名

が
う
ば
わ
れ

人
を
水
遊
｀

す
か

数
の
子
供
の

て
い
ま
す
。

び
に
や
る
こ
と
は

ら
注
意
し
て
下
さ
い

D

空
果
と
押
売
り
を
な
く
し
ま
し

゜
・う

ょ設
緊
附
に
は
農
家
の
殆
ん
ど
が

歯
守
が
ち
で
す
。
こ
の
隙
を
ね
二
ぃ

ら
っ
て
生
集
に
や
ら
れ
弐
す
か
、

ら
五
所
の
家
と
共
詞
で
哨
守
番

を
し
た
り
戸
締
り
を
し
て
下
さ

0

ぃ
c

般
繁
期
に
は
見
知
ら
ぬ
行

商
人
が
は
い
か
い
し
ま
す
が
｀

こ
れ
ら

3
も
の
が
押
売
り
を
し

た
り
空
呆
ね
ら
い
を
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
ら
不
審
な
と
き

は
憐
察
に
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

逍
路
を
広
く
し
て
下
言
い
。

適
路
に
物
を
置
く
こ
と
は
交
通

事
故
の
も
と
に
な
り
ま
す
か
ら

逍
賭
に
物
を
懺
か
な
い
よ
う
に

し
て
い
つ
も
道
路
を
広
く
し
て

つ
か
う
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

ボ

ー

ト

レ

ー

ス

当

日

の

図

は

特
に
注
意
し
て
下
さ
い
。

私
ど
も
貨
し
た
金

れ
な
い
の
で
裁
判

う
と
m5
っ
て
も

区

門

手

故

で

受

傷

し

賠

償

や
治
療
費
請
求
の
訴
え
を
起
そ

う
と
思
っ
て
も

山
林
や
田
畑
の
地
境
が
相
手
方

か
ら
侵
害
さ
れ
て
い
ろ
の
で
正

し
い
境
を
認
め
さ
せ
る
た
め
裁

判
州
へ
訴
え
る
に
も

津
知
闘
が
な
い
と
仲
々
む
ず
か

し
い
の
で
ど
う
し
て
も
専
門
家
弁
乾

士
に
依
頼
し
て
訴
を
包
ず
こ
と
に
な

り
ま
す
。
裁
判
に
か
け
る
と
色
々
な

費
用
が
要
り
ま
す
ほ
か
弁
腔
士
さ
ん

に
も
手
数
料
ゃ
緑
酬
を
支
払
わ
ね
ば

い
け
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
私
ど
も
は
じ
め
誰
で
も

結
婚
費
用
や
学
畜
金
な
ど
は
予
め
用

意
し
蓄
栖
し
て
も
裁
判
す
る
費
用
な

ど
と
て
は
個
人
と
し
て
準
備
し
て
い

な
い
ば
か
り
か

1

結
婚
賢
学
資
は
愚

か
病
気
治
療
も
出
来
ず
そ
の
日
の
生

活
に
困
る
方
も
中
に
、
は
あ
る
と
思
わ

れ

ま

す

の

で

そ

の

様

に

気

の

嚢

な

：

人

が

あ

っ

て

に

勝

つ

゜

し
て
く

え
よ

trr 

ヘ
瓢

永和

幸秋

法「
活
用
」

緑

知

大

大

学

の

対

抗

レ

ー

ベ
ス
を
行
わ
れ
る
こ
と
ヽ
な
っ
て
い
ま

｝
す
。

猟

紀
つ
い

助
の

域
の

を
計
画

鹿
野
川
湖
に
お
け
る
、
カ
モ
そ

他
水
烏
の
保
護
育
成
の
た
め
に
肱
川

自
然
公
園
の
区
域
（
お
や
ぷ
地
区
を

除
く
）
を
禁
猟
区
と
す
る
計
画
が
野

付
町
、
肱
川
町
に
お
い
て
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

あ

る

で

を

起

そ

う

と

さ

れ

一

る
人
々
を
救
済
す
る
た
め
に
作
ら
れ
―

て
い
る
法
律
扶
助
に
つ
い
て
お
知
ら
一

せ
し
ま
す
。
以
上
の
様
な
人
で

い
貧
出
者
（
良
主
委
員
や
福
祉
事

籾
所
な
ど

3
証
明
し
た
者
）

1

中
流
生
活
の
下
位
の
者
も
含
み

ま
す
。

門
訴
訟
に
勝
つ
見
込
み
が
あ
る
こ

と
（
松
山

3
扶
助
審
査
委
員
会

の
委
闘
ー
弁
護
土
轡
法
務
局
職

一

員
ー
が
本
人
か
ら
事
情
を
良
く

聞
い
て
扶
助
す
る
か
し
な
い
か

を
決
定
す
る
）

い

不

正

な

目

的

3
た
め
に
す
る
も
一

一

の

で

な

い

こ

と

。

―

こ

誓

つ

3
条
件
に
叶
え
ば
裁
判
一

3
費
用
と
し
て
普
通
印
紙
代
等
実
費
一

の
外
＂
弁
設
士
い
手
数
料
報
酬
な
ど

i

一

一
切
の
費
川
を
法
律
扶
助
附
芸
か
ら

i

立
替
え
て
く
れ
る
の
て
す
。
立
苗
え
-]

 

一

て
も
ら
っ
た
貨
弔
は
訴
訟
が
終
っ
て
一

目
的
を
達
し
た
場
合
依
頼
者
は
そ
れ

哀
で
か
A

っ
た
毀
川
を
屈
会
に
返
す

i｛
 

義
務
が
あ
り
ま
す
。
（
訴
訟
に
開
っ
―

て
知
十
か
ら
と
っ
た
お
金

3
中
か
ら
一

返
せ
げ
よ
い
）
相
手
か
ら
金
が
取
れ
一

て
も
僅
か
な
と
き
は
事
情
に
よ
り
返
一

済
を
免
除
し
た
り
酒
予
し
た
り
又
月
一

賦
で
弁
済
し
て
い
た
ゞ
い
て
も
よ
い
―

の
で
す
。
当
法
律
扶
助
協
会
は
財
団

一

人
と
し
て
全
固
の
弁
護
士
。
の
協
力
の

も
と
に
昭
和
二
十
七
年
に
う
ま
れ
、

そ
UJ
事
務
所
は
高
東
京
都
千
代
田
区
一

懐
ケ
関
一
丁
目
日
本
弁
護
士
連
合
会
一

の
中
に
あ
り
ま
す
が
、
全
部
で
は
あ
―

り
ま
せ
ん
が
各
府
媒
所
在
地
、
愛
媛
―

媒
に
も
愛
媛
支
部
が
、
松
山
市
一
番
＿

町
松
山
弁
護
士
会
内
に
あ
り
ま
す
。

法
の
下
に
平
等
で
至
ら
し
め
た
い
｀

あ
り
た
い
と
い
う
憲
法
の
精
神
を
自

由

に

應

謝

し

て

受

け

て

い

。

一

，ヽ



県
町
民
税
の
決
定

税

金

の

算

出

に

つ

い

て

＂

県
、
町
民
税
共
に
納
税
者
へ
均
＂

一
に
課
す
る
均
等
割
と
三
十
四
[

5

年
中
の
所
得
を
基
に
し
て
計
算

す
る
所
得
割
を
合
し
た
額
が
一

昭
和
三
十
五
年
度
の
県
町
民
税
が

i

人
残
ら
ず
年
金
が
も

決
り
、
六
月
第
一
期
分
の
令
書
が
発
・
年
分
の
税
金
で
そ
れ
を
四
期
に
＂
国
民
が
、
一

分
け
て
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
ら
え
る
制
度
が
出
来
ぎ
し
た
。
現
在
、

付
さ
れ
ま
す
。
貨
方
の
一
カ
年
分
の
、

県

町

民

税

の

額

、

納

期

等

詳

細

に

書

す

。

但

し

均

等

割

だ

け

の

方

は

．

す

で

に

七

0
オ
以
上
人
と
か
、
身
体
＾

い

て

あ

り

ま

す

が

、

色

々

と

御

不

審

第

一

期

に

全

額

納

入

す

る

こ

と

障

害

者

と

か

、

母

子

家

庭

の

人

逹

は

‘
掛
金
を
納
め
ず
し
て
も
ら
え
る
福
祉

に
な
っ
て
い
ま
す
。

ヽ

の
点
も
あ
る
か
と
考
え
ま
す
の
て

イ
均
等
割
・
。
世
帯
主
四

0
0
円
、
年
金
が
支
払
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

決
定
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
た
い
．

は
一
定
の
掛
金

．

家

業

専

従

者

二

五

0
円

、

明

年

四

月

一

日

か

ら

と
思
い
ま
す
。

向
等
割
を
納
付
す
る
専
従
者
を
納
め
、
一
定
の
条
件
に
該
当
し
た

一
、
県
町
民
悦
納
税
義
務
者

今

年

一

月

一

日

現

在

肱

川

町

内

二

人

以

上

を

有

す

る

場

合

‘

}

人

が

も

ら

う

拠

出

制

国

民

年

金

が

始

こ

ヘ

一

人

当

り

五

0
円
、
最
高
一
庄
り
注
す
。
こ
の
年
金
の
被
保
険
者

t

'
,
'
 

丘

0
円
を
世
帯
主
の
均
等
削
と
な
る
者
は
満
二
十
す
か
ら
満
五
十

イ

住

所

を

も

っ

て

い

る

者

ロ

事

務

所

、

事

業

所

、

家

屋

敷

]

よ

り

控

除

九

オ

ま

で

の

人

で

あ

っ

て

、

こ

れ

ら

を

も

っ

て

い

る

者

・

ロ

所

得

割

：

昭

和

三

十

四

年

中

3
人
は
男
女
を
問
わ
ず
、
強
制
適
用
[

ナ
。
こ
れ
の
外
希
望
{

「
．
—
+
で

3
総

収

入

か

ら

必

要

経

翡

を

と

な

る

ー

{

に
課
税
さ
れ
ま
す
が
、
特
に
次

控
除
し
更
に
九
万
円
の
甚
礎
で
、
加
入
出
来
る
人
保
除
料
前
納
制

の
よ
う
な
人
は
課
税
さ
れ
な
い
。

イ

旧

相

三

十

四

年

中

に

所

得

の

{

控

除

を

し

た

所

得

額

に

累

進

ヽ

度

叉

ば

免

除

さ

れ

る

也

t
等
｀
色
々
規

5

な

か

っ

た

人

＾

税

率

を

乗

じ

、

算

出

税

額

よ

、

定

が

あ

り

生

す

が

、

順

次

説

明

を

い

り
世
俯
内
の
扶
養
親
朕
一
人

i

た
し
ま
す
。

ロ
生
活
扶
助
を
う
け
て
い
る
人
，

ハ

三

十

四

年

中

に

十

三

万

円

未

，

当

一

0
0
円
を
差
引
し
た
残
．
以
上
述
ぺ
ま
し
た
制
度
の
た
め
の

満

の

所

得

か

な

か

っ

た

人

で

り

が

町

民

税

所

得

割

で

す

。

世

骨

調

杏

を

七

月

中

各

llt帯
毎
に
行

い
ま
す
か
ら
、
御
協
力
下
さ
い
。

六
丘
才
以
上
の
老
年
者
こ
木

[

U

l

J

民
税
所
得
割
の
百
分
の
七

調
杏

3
目
的

"‘ヽ
ー

相

当

額

が

県

民

税

所

得

割

で

↑

成
年
者
(
+
八
才
未
液
）
。

す

。

国

民

年

金

の

強

制

適

用

被

保

険

i

傷
害
者
。
寡
婦
（
扶
養
親
族
．

者
。
任
意
加
入
者
。
保
除
料
免

以
上
で
大
体
の
課
税
説
明
を
終
り

但
―

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。

こ

の

説

明

を

基

に

し

て

第

除

者

等

を

、

は

握

し

こ

の

制

度

．

し
遺
族
年
金
や
恩
給
法
に
基
＂
ま
す
が
、

＜

扶

助

料

て

、

金

額

が

遺

族

[

―

期

の

令

書

を

よ

く

見

ら

れ

た

上

で

の

円

滑

な

る

処

理

を

な

す

。

｀

年

金

に

準

ず

る

も

の

を

受

け

二

淫

法

又

は

誤

が

あ

る

と

思

わ

れ

る

場

↓

．

，

口

調

査

対

象

、

る

寡

婦

は

扶

養

親

族

が

な

く

：

合

は

七

月

二

十

日

ま

で

に

文

書

を

以

各

世

帯

に

つ

い

て

世

帯

員

の

う

一

て
も
非
課
税
）
・
同
居
の
妻
ぐ
っ
て
異
艤
申
立
を
し
て
下
さ
い
。
異
一
ち
、
国
内
に
住
所
を
有
す
る
明

治
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
昭

．
語
が
正
当
で
あ
れ
ば
第
二
期
以
後
で

i

が
均
等
割
の
義
務
を
負

（夫
わ

な

い

場

合

を

除

く

）

｛

増

減

の

調

整

を

い

た

し

ま

す

の

で

、

』

和

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

に

．

但
し
以
上
の
人
で
も
次
の
よ
う
〗
第
一
期
分
は
そ
の
ま

4

納
期
内
に
納
]
出
生
し
た
者
。

る

。

こ

3

て

下

さ

い

。

口

調

査

項

目

な
時
は
課
税
さ
れ

イ
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
｝

老
年
者
、
傷
害
者
、
又
は
寡
婦
へ

が

世

帯

主

で

そ

の

家

族

に

家

業

、

続

柄

、

住

所

、

職

業

、

勤

務

[

に

専

従

す

る

健

全

な

る

成

年

者

先

が

あ

る

場

合

。

被

用

者

年

金

の

被

保

除

者

の

｀

口

拠出制紀よる

国民年金制度

朝 食 昼 食 間 食 夕 食

味噌汁 きゃべ、つ干、揚煮干、 鉄火味噌 おに誉り きな粉まぷす 竹輪、 野菜生や炒が揚泌芋
日

わかめ すごもり 人参、きゃぺ 青のり 竹輪、じ
みそ つ、卵 漬物 ご匠う、

漬物

昧噌汁 ふ、じゃがね芋ぎ、、 柳川漬（保存ぎ食） 玉ね
煮干、玉 、魚、ごぽ

月 みそ う、入参、大
こんぶ佃煮 こんぷ、か 豆

らし きゃぺつの塩もみ

味噌汁 ねぎ、じゃがみ芋を 磯香漬（保存食） 大豆 ふかし芋
卵、煮干、 こんぷ、人念 めざし

火 しゃりしゃり揚大根、大ぉろ根 玉ね応する
し 大豆、油 M) 

玉ねぎ味哨和ぇ 廿

人参

味噌汁ふ、玉ねぎ、煮 奴翌腐 きな粉じるこ 野菜煎付 けれ，
干、人参、みそ 扮ふき芋 だんご入、 いし t、し‘

潰物 I んげん‘切
水 f~ 干大根、あ

げ
漬物

味噌汁豆腐、煮そ千、ね 野菜の卵とじ きゃぺつ しょう油だんご かやくうどん
..み 人参、ばれい

|I 天討ぷら、ね

木
煮物 こんぷ、野 しょ、卵 、背十--・・ 

ふりかけ どま、藷、黄油扮、 酢物

背煮干のり I 
味噌汁ね吾、．ふ、煮千 南ばん漬（保仔粉食疇）、 ごま入りパソ 1 lお好み焼 人参
いりこの佃煮 焦、 、 きゃべつ、

金 ねぎ 卵佗かつを、
きゃぺつ漬物 、油

野菜サラダ

味噌汁わかめ、きゃペ
つ、煮干、卵、 ． れいしょ、 きゃべ可咋物

土 揚
おひたし 青菜、花かつ 煮干佃煮

を --・---―-.!. • ---—十'―｀→•-一-- ---·•··-~-----

ィt 哨
ニノ‘

春

の
有
無
。
公
的
年
金
受
給
権
者

の
有
無

任
意
加
入
者
の
加
入
有
無
＂

前
納
制
度
利
用
の
有
無
及
び
ぃ

保
険
料
免
除
該
当
事
項
の
有
‘

．ヽ

’`ヅ

無

↑

B
、

調
脊
方
沫

闊
査
は
昭
和
三
十
五
年
七
月
｝

農

繁

期

献

立

わ
す
れ
て
る

み
ん
な
知
っ
て
る

ロ

週

間

宮

多

中

央

普

及

所

川

上

支

所

中
に
屯
施
す
る

闊
齊
は
各
世
帯
に
対
し
調
脊

票
を
配
付
し
て
世
帯
主
に
於

て
所
要
の
ボ
項
を
記
入
し
、

提
出
し
て
い
た
だ
く
。

調
有
票
は
貼
国
民
年
金
課
に
於

て
調
整
下
附
さ
れ
る
も
の
で
あ

る。
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農緊期あけの病気を防ぎましょう
-- -- --・・O ~ ~ ~ 


